
平成16年職種別民間給与実態調査について

今回の報告および勧告の基礎となった職種別民間給与実態調査の概要は、次

のとおりである。

１ 調査の目的と時期

この調査は、一般職に属する職員の給与について検討するため、平成16年

４月現在における民間給与の実態を調査したものである。

２ 調査機関

滋賀県人事委員会および人事院等

３ 調査の範囲

(１) 調査対象事業所

企業規模100人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所

のうち、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、

運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、医療、福祉、教育、学習支援業

およびサ－ビス業（学術・開発研究機関、その他の生活関連サービス業、

物品賃貸業、広告業および政治・経済・文化団体）に分類された411事業

所

(２) 調査対象職種

77職種（行政職相当職種23職種 その他の職種54職種）

(３) 調査実人員

初任給関係265人（行政職に相当する調査実人員179人）、初任給関係

以外の調査職種3,842人（行政職に相当する調査実人員3,005人。なお、

調査該当職種（母集団）の推定数は、29,567人であり、行政職に相当す

るものは22,181人である。）

４ 調査対象の抽出

(１) 事業所の抽出

上記３の（１）に記載した事業所を組織、規模、産業によって10層に

層化し、これらの層から100事業所を無作為に抽出し実地調査を行った。

調査の完結した事業所は第10表のとおりである。

(２) 従業員の抽出

初任給関係職種に該当する従業員については、全数、その他の職種に

ついては、これに該当する従業員が多数にのぼるときは、抽出した従業

員について調査を行った。

なお、臨時の従業員および役員はすべて除外した。

５ 集 計

(１) 総計および平均の算出に際しては、母集団に復元して行った。

(２) 集計については、その一部分を県民文化生活部ＩＴ推進課に依頼した。


